
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和７年１月１日発行            む さ し む ら や ま 社 協 機 関 紙           〔２〕第２４６号  

 

 

 

 

 

当事者のためのサロン「ココカラサロン」 
【毎月第２木曜日、午後２時～４時、当事者宅】 

 家庭以外で自分らしく安心して過ごせる居場所を、当事者のかたと 

作っています。参加を希望されるかたは、事前にご相談ください。 

社会とのつながり回復支援「フードバンクボランティア」 
本会フードバンク事業の食料仕分け作業や箱詰めをお手伝いいただいています。 

ココカラちゃん 

～支え合いのまちづくりに参加しませんか～

イベントのお知らせ 

登園・登校しぶり座談会   
「きらり」顧問の松村いさ子先生が参加します。 

▶日時 1月 31 日(金) 午前 10時～11 時 30分 

▶場所 公民館さいかち分館 会議室３   

▶参加費 100 円 

▶対象 登園・登校しぶり経験のあるお子さんの保護者  

▶保育あり 5名程度 保育締切：1 月 23日(木) 

《申込・問合先》きらり公式 LINE ＠917bktmq 

            お困りごと、ご相談ください。 

地域係 566-0061 担当（吉野・平田） 

地域福祉コーディネーターは、どこに相談したらよいかわからない個人・地域の困りごとや、地域

の皆さんによる地域活動の立ち上げ・運営に関するご相談を受け、一緒に考え、地域の皆さんや関係

機関と協力して、困りごとの解決や地域をさらに元気にするお手伝いをしています。 

地域に出向いて、地域のご縁をつないでいきます。 

地域福祉コーディネーターが、ひきこもり状態にあるかたやご家族からの相談をお受けしています。また、ご家族や当事者の居場所づくり、

社会参加のお手伝いや、下記の活動の運営や活動の協力・支援・参加をしています。 

2 月には、ひきこもりに悩むご家族を対象とした、当事者との関わりかたを学ぶ学習会を開催します（詳細は 4 面に掲載）。 

 家族のための居場所は、市内に 2 カ所あります。 

むさしむらやま地域家族会「陽だまり」 
【毎月第 3木曜日、午後 1 時 30分～3時 30分、さいかち公園地区集会所】 

ひきこもり家族の自助の会「カモミール」 
【毎月第２土曜日、午後 1 時 30分～3時 30分、残堀・伊奈平地区会館】 

◆地域福祉コーディネーターと一緒に豊かな地域づくりに 

向けて活動していただけるかた「地域福祉サポーター」 

を募集しています！！ 
地域福祉サポーターに協力いただける方々には登録をして 

いただきます。登録は、個人登録と団体登録があります。   

個人・団体・企業の皆さまの登録を、お待ちしています。 

◆「地域福祉サポーター」は、このようなことをしています 
★身近な地域で起きている困りごと・求められていることなどをキャッチし、

地域福祉コーディネーターにつなぎ、地域福祉コーディネーターと一緒に 

その解決に向けて取り組んでいただいています。 

★本会が実施している事業のサポートをしていただいています。 

▲▲▲ 

地域福祉サポーターのチラシ 

及び登録用紙のダウンロードは 

本会ホームページへ！！ 

活動例１：学校で行っている 

福祉教育のサポート 

活動例２：福祉まつりの 

運営サポート 

 

 

 

 

武蔵村山社協マスコットキャラクター「ここりん」だよ♪ 

紹介されている集まりには地域福祉コーディネーターも

参加するから、わからないことは気軽に地域福祉コーデ

ィネーターまで問合せしてほしいな。 

 
 
 
武蔵村山市 

身体障害者福祉センター 

 ☎５９０-１２７０ 

 

 

 

 

 

 
 

広告内容については本会が保証するものではありません 

成年後見制度の支援がパワーアップ！ 

『推進機関』から『中核機関』へ 

本会では、国と市が示された「成年後見制

度利用促進基本計画」に基づき、これまで

の「成年後見制度推進機関」から「成年後

見制度中核機関」へ移行しました。 

これまでの事 業 『 推 進 機 関 』 
制度の周知   制度の利用支援   後見人等の支援 

これからの事 業 『 中 核 機 関 』 
これまでの事業①②③に新たな事業④⑤⑥が加わり更に手厚い支援が可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域連携の構築 
 

地域課題を解決するため

に話し合う地域連携ネッ

トワーク協議会 

を設置 

しました。 

支援方針検討の確立 
 

難しい相談の対応につい

て専門家と検討をする検討

支援会議を 

設置しま 

した。 

担い手の確保 
 

市民後見人養成と法人

後見の事業を開始し、

市民のかたや本会も支

援の担い手 

となります。 

 

今後も市民の皆様に成年後見に関する情報や支援をお届けし、安心して生活できる地域づくり

のため取り組んでいきます。 

 

 
新たな事業で 

パワーアップ！ 

権利擁護係 ☎５６６−００６１ 

 

問合先 

▲ ▲ 家族会のチラシは 

本会ホームページから 

ダウンロードできます。 


